
 

 

 

法改正 伴う手続 導入 つい 案  

 

． 計 段階環境配慮書手続 つい  

法対象事業 成 「5 ４月 導入さ い 計画段階環境配慮書手続 つい    

 事業 検討段階 環境配慮を行うこ 環境影響 一層 回避・ 減 期待 こ

 全国 も多く 自治体 「」 都道府県・1」 政 市 取 入 い こ 本県    

い も 事業者 負担 配慮しつつ 積極的 導入を図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※  等 長野県 国 他 地方公共団体 同視 も を規則 規定  

※  法第 種事業 うち義務規定 事業 種類 

 条例第 種事業 同等 規模 も ：ダム 飛行場 廃棄物最終処分場 建設 宅 

団地 工業団地 流通業務団地 造成 

 条例第 種事業 同等 規模 県・国・他 地方公共団体等 事業者 も ： 

一般国道 林道 鉄道・軌道 飛行場 滑走路延長 建設 土地区画整理事業 

 

．そ 他 法改正 伴う手続 つい  

  手続 つい 事業者 負担 配慮しつつ 本県 い も導入を図  

方法書要約書 作成 義務化 」8 都道府県・14 政 市 導入  

方法書 け 説明会 開催 義務化 40 都道府県・16 政 市 導入  

環境影響評価図書 電子縦覧 義務化 」9 道府県・17 政 市 導入  

    県 実施す 事務 し 導入 県・10 政 市  

事後調査報告書 公表 義務化 41 都道府県・18 政 市 導入  

    県 実施す 事務 し 導入 11 都府県・1」 政 市  

資料  

計 段階環境配慮書 作成 つい 以 す  

ア 第 種事業 ：義務規定 

イ 第 種事業 ：長野県 国 他 地方公共団体等※ 事業者 義務規定  

そ 以外 努力義務規定 

ウ 法第 種事業：  条例第 種事業 同等以 規模  条例第 種事業  

同等以 規模 県・国・他 地方公共団体等 事業者  

義務規定※ 及び 以外 事業 努力義務規定 

計 段階環境配慮書 係 以 手続 つい 義務規定 す  

ア 知事意見 提出 

イ 知事意見提出時 長野県環境影響評価技術委員会 関係市 村 意見聴取 

ウ 事業者 行う住民 意見聴取 

計 段階環境配慮書 導入 際し 以 規定す  

ア 義務化 配慮した意見提出期限 設定 

  法 け 大臣意見 提出期限 90 日間 同程度 所要期間 う設定 

 。 ) 住民意見 提出期限：配慮書 公告・縦覧 」0 日間 

。 ) 知事意見 提出期限：事業者 住民意見 概要 提出 60 日間 

イ 方法書手続 け 配慮 

配慮書手続を経 作成さ た方法書 対し 知事意見提出期限 90 日間 を短縮す

う努 規定を新設 


